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遊佐パーキングエリアタウン管理運営等事業 

指定管理候補者に関する覚書（案） 

 

遊佐町（以下「甲」という。）と指定管理候補者●●（以下「乙」という。）は、遊佐パーキ

ングエリアタウンにおける指定管理者としての管理運営業務の開始までの期間について、次の

とおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本覚書は、本施設における指定管理者としての管理運営業務（以下「指定管理業務」

という。）を適正かつ円滑に実施するために、指定管理業務が開始されるまでの期間において、

甲と乙が相互に協力し、本施設の開業準備及びその後の運営に向けて取組む事項を定めるこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 本覚書において使用される用語の意義は、本覚書において別途定義される場合を除き、

甲と●●グループを構成する●●、●●及び●●の間で締結された令和●年●月●日付遊佐

パーキングエリアタウン管理運営等事業基本契約書（以下「基本契約」という。）の定めると

ころによる。 

（指定管理候補者の選定及び意義） 

第３条 甲及び乙は、本事業に関して、公募プロポーザル方式による選定手続により、●●グ

ループが事業予定者として決定され、●●グループの構成法人のうち乙が指定管理候補者と

して、本施設の指定管理者に指定される予定であることを確認する。 

２ 甲及び乙は、本事業に関して甲が指定管理候補者を選定する意義は、乙が設計支援業務に

よる建築基本設計業務に対する提案や開業準備業務による施設管理運営業務の事前準備等と

合わせて、指定管理業務の開始前より民間事業者のノウハウや新規提案を積極的に取り入れ

ながら事前マネジメントの実施、事業計画案の精査や独立採算業務の事前準備等を実施する

ことで、本施設の開業後の指定管理業務が円滑に進み、本事業の事業目的である“道の駅の

更なる賑わい”と、“その賑わいが町内に波及することで持続可能な遊佐町の実現”を円滑に

実現することを目的とするものであることを確認する。 

（公共性の尊重） 

第４条 乙は、本施設の設置目的、指定管理候補者の意義及び指定管理業務の実施にあたって

求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

（信義誠実の原則） 

第５条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本覚書を誠実に履行し

なければならない。 

（本覚書の期間） 

第６条 本覚書の期間は、締結日から指定管理業務の開始日の前日までとする。 

別冊７ 
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（指定管理者の指定及び指定管理者基本協定の締結） 

第７条 甲及び乙は、本覚書の締結後、指定管理者基本協定の締結に関する協議を開始するも

のとする。 

２ 甲は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項、指定手続条例及び設置

管理条例）に基づき、非公募の手続により乙を本施設の指定管理者の候補者として選定する

予定である。遊佐町議会が乙を本施設の指定管理者として指定する議案を可決した場合には、

甲は乙を本施設の指定管理者に指定し、甲及び乙は指定管理者協定を締結するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、前項に定める議会の議決が得られない場合、又は議会の議決を

得るまでの間に乙を指定管理者として指定することが著しく不適当と認められる事由（第 11

条に定める本覚書の解除事由が生じた場合を含むがこれに限定されない。）が生じた場合は、

甲は乙を本施設の指定管理者に指定せず、指定管理者協定を締結しない。 

４ 前項の場合において、乙が本事業に関して負担した一切の費用（応募に関する費用及び指

定管理候補者業務のために負担した費用を含むがこれらに限定されない。）は乙の負担とし、

甲は一切の補償その他の支払いを行わない。 

（既存指定管理者との連携） 

第８条 甲及び乙は、本覚書の締結後速やかに、遊佐町総合交流促進施設（道の駅鳥海ふらっ

と）の指定管理者である遊佐町総合交流促進施設株式会社（以下「既存指定管理者」という。）

との間で、本施設の運営管理業務に関する既存指定管理者との連携に関して、三者合意書を

締結するものとする。ただし、既存指定管理者との連携を提案しなかった場合はその限りで

はない。 

（指定管理候補者業務） 

第９条 乙は、本覚書の期間中、本募集要項及び本提案書類に従い、指定管理候補者業務とし

て、以下の業務を行う。 

(1) 事業計画案の検討及び関係団体との協議調整 

(2) 事前マネジメント 

(3) 本施設供用前の各種準備（独立採算業務分） 

(4) 事前広報・誘客（事業者対応分） 

(5) 地域振興施設等における商品検討等 

(6) 内装設備・什器備品関係（事業者対応分） 

(7) その他指定管理候補者として必要と判断する業務 

２ 乙は、善良な管理者の注意をもって、市と協議のうえ前項の業務を行うものとする。 

（費用負担） 

第１０条  乙による指定管理候補者業務に要する費用については乙の負担とし、甲は乙に対す

る支払いを行わない。 

（本覚書の解除） 

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面で通知することにより、

本覚書を解除することができる。 
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(1) 本覚書のいずれかの規定に違反した場合において、甲が相当期間の是正期間を設けて

当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されないと

き。 

(2) 本募集要項に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき、

又は募集要項等に定める参加資格要件を欠くに至ったとき（ただし、これに対応する

手当てを行い甲の承諾を得た場合を除く。） 

(3) その他基本契約に定める解除事由が生じたとき。 

（権利義務の譲渡等） 

第１２条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本覚書上の地位並びに本覚書に

基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切

の処分を行ってはならない。 

（本覚書の変更） 

第１３条 本覚書は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更することができない。 

（準拠法） 

第１４条 本覚書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

（裁判管轄） 

第１５条 本覚書に関する紛争（調停を含む。）については、山形地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とする。 

（協議） 

第１６条 本覚書に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本覚書に関し疑義が生じ

た場合は、その都度、甲及び乙が協議して定める。 

 

［以下余白］ 
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以上を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。 
 

 

令和 年 月 日 

 
 
甲：遊佐町 遊佐町長 
 
 
乙：指定管理候補者 
 

 

 

 

 


